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第94回定時株主総会招集ご通知に際しての

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

企 業 集 団 の 現 況

主 要 な 事 業 内 容

主要な営業所、工場及び施設

会 計 監 査 人 の 状 況

業務の適正を確保するための
体制及びその運用状況の概要

会社の支配に関する基本方針

連 結 計 算 書 類

連結株主資本等変動計算書

連 結 注 記 表

計 算 書 類

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

　（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）

法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ホームペー

ジに掲載することにより、ご提供しているものであります。

表紙
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主要な事業内容（2017年12月31日現在）

　サッポログループの主要な事業の内容は下記のとおりです。

事 業 部 門 主 要 な 事 業 内 容

国 内 酒 類 事 業 ビールテイスト・国産ワイン・焼酎・RTD等の製造販売、輸入ワイン・洋酒の販売他

国 際 事 業 ビールの製造販売、飲料の製造販売

食 品 ・ 飲 料 事 業 食品・飲料の製造販売、仕入販売他

外 食 事 業 飲食店の経営

不 動 産 事 業 オフィスビル・住宅・商業施設・ホテル等の所有・運営・管理、不動産開発

主要な営業所、工場及び施設（2017年12月31日現在）

(1） 当社 （本　社）東京都渋谷区恵比寿四丁目20番１号

(2） 主要子会社

サッポロビール株式会社
（国内酒類事業）

本 社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番１号

営業拠点
広域流通本部・首都圏本部（東京都渋谷区）、北海道本部（札幌市中央区）等９地
区本部

生産拠点 千葉工場（船橋市）等８工場

研 究 所 酒類技術研究所（焼津市）等３研究所

サッポロインターナショナル
株 式 会 社

（国際事業）

本 社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番１号

海外法人
本 社

SAPPORO U.S.A., INC.（アメリカ　ニューヨーク州）
SLEEMAN BREWERIES LTD.（カナダ　オンタリオ州）
SAPPORO VIETNAM LTD. （ベトナム　ロンアン省）
SILVER SPRINGS CITRUS, INC.（アメリカ　フロリダ州）
COUNTRY PURE FOODS,INC.（アメリカ　オハイオ州）
ANCHOR BREWING COMPANY,LLC（アメリカ　カリフォルニア州）

生産拠点

スリーマン社 ゲルフ工場（カナダ　オンタリオ州）等３工場
サッポロベトナム社 ロンアン工場（ベトナム　ロンアン省）
シルバー スプリングス シトラス社 ハーウェイ工場（アメリカ　フロリダ州）
カントリー ピュア フーズ社 アクロン工場（アメリカ　オハイオ州）等４工場
アンカー ブリューイング社 サンフランシスコ工場（アメリカ　カリフォルニア
州）

ポ ッ カ サ ッ ポ ロ
フード&ビバレッジ株式会社

（食品・飲料事業）

本 社
（名古屋本社）愛知県名古屋市中区栄四丁目２番29号
（東京本社）東京都渋谷区恵比寿四丁目20番１号

営業拠点
営業本部（東京都渋谷区）、自販機事業本部（東京都江東区）、大豆・チルド事業
本部（東京都渋谷区）３本部、11支社

生産拠点 名古屋工場（北名古屋市）、群馬工場（伊勢崎市）２工場

研 究 所 研究開発本部（北名古屋市）１研究所

株式会社サッポロライオン
（外食事業）

本 社 東京都渋谷区恵比寿一丁目23番23号

店 舗 北海道、東京都、愛知県等195店舗

サッポロ不動産開発株式会社
（不動産事業）

本 社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

営業拠点
事業本部　恵比寿事業部（東京都渋谷区）、事業本部　札幌事業部（札幌市中央区）
等３本部

－ 1 －

主要な事業内容、主要な営業所、工場及び施設
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会計監査人の状況

(1）会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2）会計監査人の報酬等の額

支 払 額

・当期に係る会計監査人の報酬等の額 62百万円

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 214百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当期に係る会計監査人の

報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。

２．当社監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移

を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報

酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行いました。

３．当社の重要な子会社のうち、SAPPORO CANADA INC.等は、当社の会計監査人以外の監査を受けていま

す。

(3）非監査業務の内容

　当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準に関するア

ドバイザリー業務等の実施及び社債発行に関する証券会社への書簡作成業務です。

(4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役

会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監

査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。

(5）会計監査人が受けた過去２年間の業務停止処分に係る事項

　当社の会計監査人は、2015年12月22日、金融庁から、契約の新規締結に関する業務停止３ヶ月（2016

年１月１日から同年３月31日まで）の処分を受けました。

－ 2 －

会計監査人の状況
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 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

　当社は、会社法並びに会社法施行規則に定める「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体

制の整備」に関する基本方針（以下「内部統制システム構築の基本方針」といいます。）を定めてお

り、その内容は以下Ⅰのとおりです。（最終改定　2016年12月16日）

　また、反社会的勢力排除に向けた体制に係る基本方針、並びに財務報告の信頼性を確保するための

体制に係る基本方針を定めており、その内容の概要はそれぞれ以下Ⅱ、Ⅲのとおりです。

Ⅰ 内部統制システム構築の基本方針

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①取締役会は、法令、定款及び取締役会規程の定めるところにより、法定事項並びに経営方針その他

業務執行上の重要事項を決定あるいは承認し、相互に取締役の職務の執行を監督することで、法令、

定款に反する行為を未然に防止する。

②当社グループのすべての役員・従業員に確かな倫理観に基づく行動を促す規範として「サッポログ

ループ企業行動憲章」を定め、当社グループリスクマネジメント部を事務局として、子会社と連携

して当社グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。又、不正行為の防止、早期発見を目的

とする企業倫理ホットラインを設置する。

③代表取締役の指示を受け、業務執行ラインから独立した内部監査組織であるグループ監査部が、当

社並びに子会社の業務全般を対象に法令、定款、社内規程の遵守状況について監査を行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理のため、次の文書（電磁的記録を含む）を関係法令

並びに関連する社内規程に従って適切に保存及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

１）株主総会議事録、取締役会議事録及び関係資料

２）経営会議議事録、グループ経営戦略会議議事録及び関係資料

３）稟議書及び付属書類、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

②その他の重要書類の保存及び管理については、所管部門において、関係法令等に則って保存及び管

理方法等を規程に定める。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①業務執行上の重要な意思決定ないし事業遂行等に内在するリスクは、経営会議において管理するこ

ととし、同会議における審議、報告事項等に対して、経営戦略・経理・法務等の管理部門がそれぞ

れ想定されるリスクを分析し、同会議に必要な報告を行う。

②緊急事態の発生、あるいは緊急事態につながるおそれのある事実が判明した際の危機管理対応は、

グループリスクマネジメント委員会が子会社の危機管理組織等と連携して情報開示も含む対応策を

協議し、迅速かつ適正な対応を行う。

－ 3 －

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、代表取締役、社長及び役付役員を選定するほか、当社グループの主要事業部門の統括、

あるいは当社グループ全体に係る重要な経営課題の担当等を委任するグループ執行役員を選任し、

それぞれに担当する業務を執行させる。

②社長は、当社グループの業務執行全般を統括する。社長の諮問機関として、経営会議及びグループ

経営戦略会議を設置し、各事業部門の執行状況を把握するとともに、重要事項につき協議し、機動

的な意思決定を行う。

③社長は、当社グループ全体の経営計画を策定して取締役会の承認を得るものとし、これら計画に対

する当社グループ全体の業務執行状況の報告は、取締役会に対して四半期毎に行う。

④主要事業部門を統括するグループ執行役員は、社長に対して担当する部門の経営目標をコミットし、

毎月、担当する事業部門の経営状況の報告を行う。又、四半期毎に取締役会に出席して担当部門の

業務報告を行う。

⑤業務執行における責任体制を確立し、業務を円滑かつ効率的に行わせるため、職制、組織、業務分

掌、権限等に関する基準を処務規程に定め、付則として業務分掌は業務分掌規程に、権限について

は決裁権限表に、それぞれ基準を定める。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①子会社の取締役や使用人から定期的に職務の執行に係る事項の報告を受ける体制を確保する。

②取締役会は、当社グループ全体における業務の適正を確保するための体制として、内部統制システ

ム構築の基本方針第１項、第３項、第４項の各方針を定めるものとし、子会社に対して、これらの

基本方針に則ってそれぞれの取締役会等において必要な体制を整備させるものとする。

③子会社に対する管理担当部署は経営管理部とし、「サッポログループ企業管理運営規程」に基づい

て子会社の業務執行管理を行うこととし、又、当社グループ全体に係る重要な事項については、取

締役会、経営会議及び付随する各種委員会において協議する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

及び同使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役スタッフを置く。

②監査役スタッフを置く場合には、当該スタッフの人事、評価に関しては監査役の意見を尊重する等、

当該スタッフの取締役からの独立性を確保するとともに、監査役の当該スタッフに対する指示の実

効性を確保する。

－ 4 －

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
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７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

①監査役は、取締役や使用人から次の事項につき報告を受けるものとする。

１）定期的に報告を受ける事項

・経営、事業及び財務の状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況

２）臨時に報告を受ける事項

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、その他経営に係る重要な発生事実

・取締役の職務遂行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実

②上記報告を受けるため、その他監査役が取締役の職務遂行状況を把握するため、取締役会への監査

役の出席、経営会議・グループ経営戦略会議への常勤監査役の出席、稟議書等の業務執行に係る重

要な書類の閲覧、その他取締役及び使用人が監査役に報告を行う体制を確保する。

③子会社の取締役、監査役、使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告する体制を

確保する。

④監査役に報告を行った者が不利な取扱いを受けない体制を確保する。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①取締役は、取締役及び使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう

努める。

②代表取締役との定期的な会合の開催、グループ監査部からの報告の聴取、会計監査人との定期的な

意見交換等、監査役が必要な情報収集を行える体制を確保する。

③監査役の職務の執行について生じる費用又は債務につき、これを会社が負担するにあたっての方針

を定める。

Ⅱ 反社会的勢力排除に向けた体制に係る基本方針

・当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは、一切の関係を遮

断することを行動規範とし、徹底する。

・反社会的勢力・団体に関する対応統括部署を定め、グループ内の情報を収集・管理し、警察、暴力

団追放団体、弁護士等との連携を図りながら、反社会的勢力を排除する体制の整備・強化を図る。

Ⅲ 財務報告の信頼性を確保するための体制に係る基本方針

・｢サッポログループ財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、財務報告に係る内部統制の有効かつ

効率的な整備・運用及び評価を行う。

・社長は、財務報告に係る内部統制の基本計画を策定し、内部統制の整備・運用状況を把握して記録・

保存し、発見された不備・欠陥に対しては是正措置を講じるよう指示する。

・内部統制の整備・運用状況を評価するため、業務部署から独立した部署に評価を統括させ、内部統

制の有効性を評価してその結果を「内部統制報告書」として公表する。

－ 5 －

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
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(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

　「内部統制システムの構築等の基本方針」に従った当社における業務の適正を確保するための体制

の運用状況の概要は以下のとおりです。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①取締役会規程にて、取締役会における取締役の職務執行に対する監督機能を明確に定めています。

　また、新任取締役に対しては、取締役の義務・責任等に関する教育研修を実施しました。

②グループ基本方針やグループ基本規程は、社内イントラネットへの掲載やミニブックの配布により

　全従業員に周知を図っています。また、全従業員を対象にｅラーニング等の教育研修を実施しまし

　た。

③内部通報制度（企業倫理ホットライン）は、社内イントラネットへの掲載、ミニブックの配布、ポ

　スター掲示により全従業員に周知を図るとともに、通報案件には適切に対応しました。

④グループ監査部は、当社内部監査規程に基づいて監査すべき子会社に対して内部監査を実施しまし

　た。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会議事録及び関係書類等、取締役の職務の執行に係る各書類については、いずれも関係法

令及び関連する社内規程に従って適切に保存及び管理しています。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理を適切に行うために「サッポログループ危機管理規程」及び「サッポログループ激甚災

害対策規程」を制定し、社内イントラネットにて周知を図っています。

②業務執行上の重要な意思決定及び業務遂行等に内在するリスクは、経営戦略・経理・法務等の管理

部門がそれぞれ想定されるリスク分析を行い、経営会議に対して必要な報告を行っています。

③リスク案件の発生時は、「サッポログループ危機管理規程」に基づき適切に対応しています。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①2017年３月30日開催の取締役会において、代表取締役、取締役会長、取締役社長及び役付役員の選

定を行ったほか、常務グループ執行役員及びグループ執行役員の選任を行いました。

②社長は、グループ経営計画を策定して取締役会の承認を得るとともに、同経営計画に基づく業務報

告を取締役会にて四半期毎に行いました。

③常務グループ執行役員及びグループ執行役員は、社長に対して経営状況の報告を行い、担当部門の

事業報告を取締役会にて四半期毎に行いました。

④取締役会にて経営上の重要な意思決定を行うため、取締役会規程で付議事項を定めており、それに

基づき、必要な決議事項を取締役会で審議しました。また、取締役会付議事項以外の重要事項は、

経営会議及び稟議で決裁を行うことを「決裁権限表」に定め、それに従い決裁を行いました。
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５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①「サッポログループ企業管理運営規程」において、当社が決裁すべき子会社の重要事項及び当社が

報告を受けるべき子会社の重要事項を明確化しています。これに従い、当社が決裁すべきと定めら

れた子会社の重要事項について子会社の協力を得て意思決定を行うとともに、子会社の重要事項に

ついて報告を受けました。

②当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制についての指針として制定した「サッポログル

ープ内部統制システム構築ガイドライン」に基づき、子会社に対して管理・指導を行うとともに、

子会社の内部統制体制の運用状況の確認を行いました。

③海外子会社のコンプライアンス体制及びその運用状況を確認し、海外子会社の内部統制体制の強化

を図りました。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

及び同使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する独立した組織として「監査役会事務局」を新設しま

　した。

②当該監査役会事務局に業務執行から独立した専任スタッフを配置するとともに、同スタッフの人事、

　評価に関しては監査役の意見を尊重する等、取締役からの独立性を確保しています。

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

①監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議において取締役及び使用人等から報告を受けるとと

　もに、必要に応じて稟議書等の重要資料を閲覧しています。

②監査役は、内部統制担当部門から定期的に内部通報制度（企業倫理ホットライン）の運用、リスク

　管理及びコンプライアンスの状況に関する報告を受けています。

③監査役は、子会社の監査役と月次で情報連絡会を開催するとともに、「サッポログループ監査役協

　議会」を定期的に開催し、グループ内の監査役との連携を強化しています。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、代表取締役と定期的な面談、意見交換及び情報交換を行ったほか、社外取締役との意見

交換会を開催しました。

②監査役は、監査役会においてグループ監査部から内部監査計画並びに内部監査の実施状況の報告を

受けました。また、会計監査人から監査計画の説明及び四半期毎のレビューミーティングで会計監

査人監査の実施状況の報告を受けたことに加え、会計上の課題等についての意見交換を行いました。

③監査役の職務の執行によって生じる必要な費用についてはあらかじめ予算計上しており、また、緊

急又は臨時に支出した費用についても会社が負担しています。
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 会社の支配に関する基本方針

　当社は、会社法施行規則に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針」について、2017年２月13日開催の取締役会において決議しており、その内容の概要

は下記のとおりです。なお、本基本方針については、2017年３月30日開催の第93回定時株主総会にお

いて株主の皆様の承認を得て同日より発効しています。

Ⅰ 会社の支配に関する基本方針の内容

　当社は、持株会社として、国内酒類事業、国際事業、食品・飲料事業、外食事業及び不動産事業を

主体とする当社グループの事業の全体にわたる経営を統括しており、その経営に当たっては、幅広い

ノウハウと豊富な経験、並びに国内外の顧客・従業員及び取引先等のステークホルダーとの間に築か

れた関係等への理解が不可欠です。従って、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者に、これ

らに関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を毀損してしま

う可能性があり、明らかに当社株主の共同の利益を著しく損なうと判断される当社株券等の大規模な

買付行為（以下「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を以下「大規模買付者」といい

ます｡）に対して当社取締役会が適切と考える措置を取ることも、当社株主の共同の利益を守るために

必要であると考えます。

Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する基本方針

の実現に資する特別な取り組み

　当社は、2016年11月に、2017年からグループ創業150周年に当たる2026年までの10年間に進むべき方

向性を定めた「サッポログループ長期経営ビジョン『SPEED150』」を策定し、発表しました。「SPEED150」

では、グループ成長の源泉を、創業以来140年の歴史の中で培われた「ブランド資産」であると改めて

認識した上で、グループのコア事業を『酒』『食』『飲』の３分野と位置づけます。既存事業の成長

に加え、「『食』領域の拡大」と「グローバル展開の推進」を戦略テーマに掲げながら、不動産とと

もにグループ保有のブランドを育成・強化していきます。さらに、企業活動を通じてあらゆるステー

クホルダーとのコミュニケーションを深め、存在感を高めながら満足度向上を目指していきます。

　また、当社は、純粋持株会社体制に移行する以前の1999年３月から執行役員制を導入し、2002年３

月からは取締役任期を1年に短縮するなど、積極的にコーポレートガバナンス体制の強化に取り組んで

まいりました。2003年７月に純粋持株会社体制に移行して以降は、グループガバナンスの強化充実に

取り組むとともに、社外取締役も段階的に増員を図っています。

　また、当社は、監査役会設置会社ですが、1998年11月には「指名委員会」及び「報酬委員会」を任

意で設置し、取締役の人事・処遇に係る運営の透明性を高め、経営機構の健全性の維持、向上に取り

組んでいます。加えて、2015年12月には「社外取締役委員会」を設置し、当社及び当社グループの経

営戦略、並びにコーポレートガバナンスに関する事項等について、独立社外取締役の情報交換、認識

共有の強化を図っています。

　今後も、当社では、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、持続的な成長と中長

期的な企業価値向上の実現に向け、ガバナンスの強化充実に取り組んでいく所存です。

Ⅲ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取り組み
　当社は、Ⅰで述べた会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事

業の方針の決定が支配されることを防止するため、大規模買付行為が行われる場合、大規模買付者に

は一定の合理的なルール（以下「大規模買付ルール」といいます｡）に従っていただくこととし、これ

を遵守した場合及び遵守しなかった場合につき一定の対応方針を定め、これらを取りまとめて当社株

券等の大規模買付行為への対応方針（以下「本対応方針」といいます｡）として定めています。

　当社の定める大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するた

めに必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、さらには当社株主の皆様が代替案の提示を受ける

機会の提供を保証することを目的として、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する必要かつ

十分な情報を当社取締役会に事前に提供することを求めており、大規模買付行為は、その後に設定さ
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れる当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるものとしています。大規模

買付者がかかる大規模買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、当該大規模買付行為が明らかに

当社株主の共同の利益を著しく損なうと判断される場合を除き、大規模買付行為に対する対抗措置は

取りません。他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、

当社株主の共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置

を取り、大規模買付行為に対抗することがあります。

　本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ（注）に掲載していますので、そちらをご覧

ください。

　本対応方針は、2017年３月30日に開催された当社第93回定時株主総会において株主の皆様の承認を

得た上で発効しており、有効期間は2020年３月31日までに開催される当社第96回定時株主総会の終結

の時までとなっています。

（注）当社ホームページ http://www.sapporoholdings.jp/news_release/0000020342/pdf/20170213Notice4.pdf

Ⅳ 本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を

損なうものではないこと、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びそ

の理由

 本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿うものであること

　本対応方針は、大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講

じることがあることを明記しています。また、本対応方針は、大規模買付ルールが遵守されている場

合であっても、大規模買付行為が明らかに当社株主の共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会

が判断した場合には、かかる大規模買付者に対して当社取締役会は当社株主の共同の利益を守るため

に適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。このように、本対応方針は、会

社の支配に関する基本方針に沿って設計されたものといえます。

 本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと

　Ⅰで述べたとおり、会社の支配に関する基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提

としています。また、本対応方針は、かかる会社の支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、

当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意

見を提供し、さらには当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会の提供を保証することを目的とし

ており、本対応方針によって、株主の皆様は適切な投資判断を行うことができます。このように、本

対応方針は、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考

えます。

 本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　本対応方針は、当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締

役会による対抗措置の発動はかかる本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本

対応方針の発効・継続を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。

　また、大規模買付ルール上、当社取締役会は、大規模買付行為に関して評価・検討を行い、取締役

会としての意見を取りまとめるなどの際には、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当

社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告

を最大限尊重するものとされており、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するた

めの手続きも盛り込まれています。

　以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかと考えます。
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連結株主資本等変動計算書（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 53,886 46,089 41,932 △1,795 140,112

当期変動額

剰余金の配当 △2,887 △2,887

親会社株主に帰属す
る当期純利益

10,977 10,977

自己株式の取得 △17 △17

自己株式の処分 1 6 7

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 1 8,090 △11 8,080

当期末残高 53,886 46,090 50,022 △1,806 148,193

その他の包括利益累計額

非支配株主
持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計

当期首残高 22,517 41 △1,943 △41 20,574 5,693 166,380

当期変動額

剰余金の配当 △2,887

親会社株主に帰属す
る当期純利益

10,977

自己株式の取得 △17

自己株式の処分 7

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

3,433 △47 1,124 189 4,700 △1,498 3,201

当期変動額合計 3,433 △47 1,124 189 4,700 △1,498 11,281

当期末残高 25,951 △6 △818 148 25,274 4,194 177,662
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連結注記表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社

　　連結子会社の数　57社

　　　主要な連結子会社名は「事業報告　１．サッポログループ（企業集団）の現況　(7)重要な子会社等の

状況」に記載しているため省略しました。

　（新規設立による増加）

　SAPPORO NORTH AMERICA, INC.

　（持分取得による増加）

　ANCHOR BREWING COMPANY, LLC（他１社）

　（合併による消滅）

　　サッポロエンジニアリング㈱

(2）非連結子会社

　　㈱サッポロエネルギーサービス他

　非連結子会社の合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用関連会社

　　持分法適用関連会社の数　２社

　　　主要な持分法適用会社名は「事業報告　１．サッポログループ（企業集団）の現況　(7)重要な子会社

等の状況」に記載しているため省略しました。

(2）持分法非適用会社

　　　持分法を適用していない非連結子会社（㈱サッポロエネルギーサービス他）及び関連会社（㈱さいた

まアリーナ他）の当期純損益及び利益剰余金に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法により評価しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　商品・製品・半製品・原材料及び販売用貯蔵品

　　主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。

②　販売用不動産

　　個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によ

っております。

③　製造用貯蔵品

　最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によってお

ります。
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(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券

　償却原価法によっております。

②　その他有価証券

　　時価のあるものについては、連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により、時価のないものについては、移動平均法に

基づく原価法によっております。

(3) デリバティブ取引の評価方法

　　時価法によっております。

(4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　有形固定資産は、主として定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　　　　　　　　２～65年

　機械装置及び運搬具　　　　　　　２～17年

　無形固定資産（リース資産を除く）は、定額法を採用しております。

　なお、のれんについては20年以内の合理的な期間で均等償却しております。また、ソフトウェア（自

社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

　リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残価保証額を残存価額とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属

する部分の金額を計上しております。

(6) 退職給付に係る負債の計上基準

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～14年）に

よる定額法により償却しております。

　数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

～14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から償却しております。

(7) 繰延資産の処理方法

　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

－ 12 －
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(8) 重要な外貨建資産または負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

　なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。

(9) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジによって行うこととしております。なお、通貨スワップまたは為替予約が付されている外

貨建金銭債務等について振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を行っております。さらに金

利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を行っております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　金利スワップ取引・通貨スワップ取引・為替予約取引

ヘッジ対象　　　外部調達全般（借入金）・外貨建取引（金銭債務・予定取引等）

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利の変動リスク及び

為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④　ヘッジの有効性の評価方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。

(10) その他の連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

②　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

　該当事項はありません。

（追加情報）

　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を

当連結会計年度から適用しております。

－ 13 －
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Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産

棚卸資産 666百万円

建物及び構築物 397

土地 2,050

投資有価証券 8,692

投資その他の資産その他 25

計 11,833

　(2) 上記資産に対する債務

短期借入金 5,610百万円

長期借入金 14,470

計 20,080

　なお、POKKA INTERNATIONAL PTE.LTD.の現金及び預金27百万円を、借入枠912百万円の担保に供して

おります。当連結会計年度末における当該借入枠に対する短期借入金残高は７百万円です。

２．有形固定資産の取得価額から国庫補助金等により控除した圧縮記帳累計額

1,291百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額 433,193百万円

４．偶発債務

（保証債務）

下記のとおり従業員等の借入金に対し保証を行っております。

従業員（住宅取得資金） 272百万円

その他 501

計 774

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 78,794,298株

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

平成29年３月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(イ)配当金の総額 2,887百万円

(ロ)１株当たり配当額 37.00円

(ハ)基準日 平成28年12月31日

(ニ)効力発生日 平成29年３月31日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成30年３月29日開催の定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。

・普通株式の配当に関する事項

(イ)配当金の総額 3,121百万円

(ロ)１株当たり配当額 40.00円

(ハ)基準日 平成29年12月31日

(ニ)効力発生日 平成30年３月30日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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Ⅴ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、主に銀行等金融機関からの借入や社債発

行により資金を調達しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内規程に従ってリスク低減を図っております。また、

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。

　借入金並びにコマーシャル・ペーパーの使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であ

り、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施して

おります。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成29年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額(*１)

時  価 (*１) 差 額

(1) 現金及び預金 12,717 12,717 －

(2) 受取手形及び売掛金 98,604

　  　貸倒引当金(＊２) △69

98,535 98,535 －

(3) 投資有価証券

　  　満期保有目的の債券 1,000 1,040 40

　  　その他有価証券 54,278 54,278 －

(4) 長期貸付金(＊３) 4,695

　  　貸倒引当金(＊２) △0

4,694 4,695 1

資産計 171,226 171,268 41

(5) 支払手形及び買掛金 (36,530) (36,530) －

(6) 短期借入金 (15,355) (15,355) －

(7) コマーシャル・ペーパー (32,000) (32,000) －

(8) 未払酒税 (34,408) (34,408) －

(9) 未払法人税等 (5,202) (5,202) －

(10) 社債(＊４) (60,128) (60,326) (198)

(11) 長期借入金(＊５) (126,104) (127,017) (913)

負債計 (309,729) (310,840) (1,111)

(12) デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないもの △96 △96 －

ヘッジ会計が適用されているもの 14 14 －

デリバティブ取引計 △81 △81 －

－ 15 －
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　（＊１）　負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

　（＊２）　受取手形及び売掛金、長期貸付金に計上している貸倒引当金を控除しております。

　（＊３）　１年内返済予定の長期貸付金は長期貸付金に含めております。

　（＊４）　１年内償還予定の社債は社債に含めております。

　（＊５）　１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

　（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券については、元利金の合計額を

信用リスクを勘案した利率で割り引いて算定する方法によっております。

(4) 長期貸付金

　当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分

ごとに、その将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せし

た利率で割り引いた現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、同様の割

引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値、または、担保及び保証による回収見込額等に

より、時価を算定しております。

(5) 支払手形及び買掛金、(6) 短期借入金、(7) コマーシャル・ペーパー、(8) 未払酒税、並びに(9) 

未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

(10) 社債

　当社の発行する社債の時価は、市場価格のあるものは市場価格に基づき算定しております。

(11) 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処

理及び通貨スワップの振当処理の対象とされており（下記(12)参照）、当該金利スワップ及び通貨

スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的

に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(12) デリバティブ取引

　為替予約取引、商品先物取引、通貨スワップ取引及び商品オプション取引については、それぞれ

の取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、その取引価格は取引金融機関から

提示された価格等に基づき算定しております。

　金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長

期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載して

おります（上記(11)参照）。

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額6,866百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ

ーを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有

価証券」には含めておりません。受入保証金(連結貸借対照表計上額31,086百万円)は、市場価格が

なく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難

と認められるため、時価開示の対象としておりません。

－ 16 －
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Ⅵ．賃貸等不動産に関する注記

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社グループでは、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル及び賃貸商業施設（土地を含む）

を有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 当連結会計年度末の時価

200,001 397,581

　（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり

ます。

２．当連結会計年度末の時価は、主に社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額でありま

す。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記

　１株当たり純資産額  2,227円02銭

　１株当たり当期純利益 140円93銭

　（注）株式給付信託（BBT）制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する自社の株
式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含まれてお
ります。

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記

  　該当事項はありません。

－ 17 －
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株主資本等変動計算書（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 53,886 46,543 177 46,721 6,754 16,339 28,700 51,793

当期変動額

剰余金の配当 △2,887 △2,887

当期純利益 9,006 9,006

自己株式の取得

自己株式の処分 1 1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 1 1 － － 6,119 6,119

当期末残高 53,886 46,543 179 46,722 6,754 16,339 34,819 57,912

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,795 150,606 5,867 5,867 156,473

当期変動額

剰余金の配当 △2,887 △2,887

当期純利益 9,006 9,006

自己株式の取得 △17 △17 △17

自己株式の処分 6 7 7

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,453 △1,453 △1,453

当期変動額合計 △11 6,109 △1,453 △1,453 4,656

当期末残高 △1,806 156,715 4,414 4,414 161,129

－ 18 －
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個別注記表
Ⅰ．継続企業の前提に関する注記
　  該当事項はありません。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
　移動平均法に基づく原価法によっております。

(2) その他有価証券
　時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定）により、時価のないものについては、移動平均法に基づく原
価法によっております。

２．デリバティブ取引の評価方法
　時価法によっております。

３．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）は、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産は、定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

４．引当金の計上方法
(1) 貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度に属する部分
の金額を計上しております。

(3) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。

　①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につきま
しては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による
定額法により償却しております。
　数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から償却しております。

(4) 投資損失引当金
　子会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を勘案して計上しております。

(5) 役員株式給付引当金
　「役員株式給付規定」に基づく取締役への株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債
務の見込額に基づき計上しております。

５．繰延資産の処理方法
　　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
６．ヘッジ会計の方法
　借入金の為替変動リスクをヘッジするため通貨スワップを行っており、その会計処理は振当処理によって
おります。また、借入金の金利変動リスクをヘッジするため金利スワップを行っており、その会計処理は金
利スワップの特例処理によっております。

７．退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類にお
けるこれらの会計処理の方法と異なっております。

８．消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

９．連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。

－ 19 －
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Ⅲ．会計方針の変更に関する注記
　　該当事項はありません。

（追加情報）
　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を
　当事業年度から適用しております。

Ⅳ．貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務
(1) 担保に供している資産

投資有価証券 1,222百万円
　上記のほか、関係会社であるサッポロビール㈱保有の投資有価証券7,470百万円を担保に供しておりま
す。

(2) 上記資産に対する債務
短期借入金
１年内返済予定長期借入金

2,500
2,660

百万円

長期借入金 12,500

計 17,660
 ２．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　159百万円
 ３．偶発債務

（保証債務）
下記のとおり関係会社及び従業員に対し保証を行っております。
（借入金債務）
従業員（住宅取得資金） 262
（一括支払信託債務）
サッポロビール㈱ 3,186百万円
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱ 112

計 3,562
４．関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
(1) 短期金銭債権 37,657百万円
(2) 長期金銭債権 161,300百万円
(3) 短期金銭債務 8,022百万円

Ⅴ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 営業収益 11,731百万円
② 一般管理費 1,744百万円
③ 営業取引以外の取引高 1,286百万円

－ 20 －
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Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当 期 首 株 式 数 当期増加株式数 当期減少株式数 当 期 末 株 式 数

普 通 株 式 898千株 5千株 2千株 901千株

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加5千株は、単元未満株式の買取請求による増加によるものであり
ます。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少2千株は、単元未満株式の売渡請求による減少0千株、株式給付信
託(BBT)の権利行使に伴う自己株式の処分による減少１千株であります。

　　　３．株式給付信託(BBT)に関する資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する自社の株式数
につき、当事業年度末149千株が自己株式数に含まれております。

Ⅶ．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

関係会社株式 1,265百万円
投資損失引当金 1,081
投資有価証券 259
退職給付引当金 3
繰越欠損金 261
その他 109

繰延税金資産小計 2,981
評価性引当額 △2,743

繰延税金資産合計 238
（繰延税金負債）

関係会社株式 324百万円
その他有価証券評価差額金 1,859
その他 2

繰延税金負債合計 2,186
繰延税金負債純額 1,948

－ 21 －
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Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
(被 所 有)割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取引金額
(注)１

科 目
期末残高
(注)１

子会社
サ ッ ポ ロ
ビ ー ル ㈱

所有
直接
100.0％

資 金 貸 借 関 係

グ ル ー プ 経 営

分 担 金
1,239 営業未収入金 111

ブランド使用料 1,387 営業未収入金 179

業 務 委 託 料 158 営業未収入金 46

配 当 金 の 受 取 1,835   － －

資 金 の 貸 付 短期貸付金 25,005

短期貸付金減少 8,097

長期貸付金増加 5,000 長期貸付金 5,000

子会社
サッポロ不動
産 開 発 ㈱

所有
直接
100.0％

資 金 貸 借 関 係

グ ル ー プ 経 営

分 担 金
954 営業未収入金 85

ブランド使用料 134 営業未収入金 12

配 当 金 の 受 取 4,675 － －

資 金 の 貸 付 短期貸付金 －

短期貸付金減少 5,334

長期貸付金増減 － 長期貸付金 130,000

利 息 の 受 取 777 未 収 収 益 5

子会社
ポッカサッポ
ロフード＆ビ
バ レ ッ ジ ㈱

所有
直接
100.0%

資 金 貸 借 関 係

グ ル ー プ 経 営

分 担 金
261

営業未収入
金

23

ブランド使用料 438
営業未収入
金

46

業 務 委 託 料 68
営業未収入
金

21

資 金 の 貸 付 短期貸付金 3,407

短期貸付金増加 328

子会社
サ ッ ポ ロ
インターナシ
ョ ナ ル ㈱

所有
直接
100.0％

資 金 貸 借 関 係

資 金 の 貸 付 短期貸付金 311

短期貸付金減少 6,188

長期貸付金減少 1,521 長期貸付金 21,293

子会社
サ ッ ポ ロ
グループマネ
ジ メ ン ト ㈱

所有
直接
100.0％

資 金 貸 借 関 係

委 託 業 務 費 1,036 未 払 金 179

地 代 家 賃 341 － －

資 金 の 貸 付 長期貸付金 4,260

長期貸付金増加 1,043

－ 22 －
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　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
・取引価格については、一般取引条件と同様に、市場価格等を十分勘案し、交渉の上決定しておりま
す。

・受取配当金については、持株会社である当社が示す配当基準に準拠し、配当を実施しております。
・資金の貸借については、当社グループにおいて導入しているキャッシュ・マネジメント・システム

（CMS）により、グループ各社の資金を効率的に管理しているものであり、金利については、市場金
利を勘案して合理的に決定しております。

・グループ経営分担金については、当社の事業会社５社との間で、合理的に算出し、決定しておりま
す。

・ブランド使用料については、契約に基づいて決定しております。
・委託業務費については、契約に基づいて決定しております。
・業務委託料については、契約に基づいて決定しております。
・地代家賃については、契約に基づいて決定しております。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
　１株当たり純資産額     2,068円61銭
　１株当たり当期純利益 115円63銭

　（注）株式給付信託（BBT）制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する自社の株
式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含まれてお
ります。

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
  　該当事項はありません。

－ 23 －
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